
選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

（
前
略
）

（
前
略
）

（
報
酬
の
額
）

（
報
酬
の
額
）

第
二
条

前
条
に
規
定
す
る
者
の
報
酬
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

第
二
条

前
条
に
規
定
す
る
者
の
報
酬
の
額
は
、
別
表
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

２

（
略
）

２

（
略
）

３

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
二
以
上
の
選
挙
を
同
時
に
行
う
場
合
に
お
け
る
選
挙
長
等
の
報
酬
の

額
は
、
こ
れ
ら
の
選
挙
の
選
挙
会
の
区
域
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
一
の
選
挙
の

選
挙
長
等
の
報
酬
の
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

公
職
選
挙
法
第
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
以
上
の
選
挙
を
同
時

に
行
う
場
合
に
お
け
る
選
挙
長
等
の
報
酬
は
、
こ
れ
ら
の
選
挙
の
選
挙
会
の
区

域
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
一
の
選
挙
の
選
挙
長
等
の
報
酬
額
を
超
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
港
区
選
挙
管
理
委
員
会
が
管
理
す
る
選
挙

の
更
正
決
定
又
は
繰
上
補
充
に
係
る
選
挙
会
（
以
下
「
更
正
決
定
等
選
挙
会
」

と
い
う
。
）
を
開
く
場
合
に
お
け
る
更
正
決
定
等
選
挙
会
の
選
挙
長
及
び
選
挙

立
会
人
の
報
酬
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

選
挙
長

六
千
円

二

選
挙
立
会
人

五
千
円

５

前
項
各
号
の
報
酬
の
額
は
、
更
正
決
定
等
選
挙
会
ご
と
の
定
額
と
す
る
。
た

だ
し
、
二
以
上
の
更
正
決
定
等
選
挙
会
を
同
日
に
開
く
場
合
に
お
け
る
選
挙
長

。

。
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及
び
選
挙
立
会
人
の
報
酬
の
額
は
、
一
の
更
正
決
定
等
選
挙
会
の
選
挙
長
及
び

選
挙
立
会
人
の
報
酬
の
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
後
略
）

（
後
略
）

付

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
第
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
開

く
港
区
選
挙
管
理
委
員
会
が
管
理
す
る
選
挙
の
更
正
決
定
又
は
繰
上
補
充
に
係

る
選
挙
会
（
以
下
「
更
正
決
定
等
選
挙
会
」
と
い
う
。
）
の
選
挙
長
及
び
選
挙

立
会
人
の
報
酬
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
ま
で
に
開
く
更
正
決
定
等
選

挙
会
の
選
挙
長
及
び
選
挙
立
会
人
の
報
酬
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。


